
デジタル時代の地方自治のあり方に関する研究会 第５回＜令和３年８月３０日（月）＞

東 京 都 墨 田 区 の 取 り 組 み
（ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ）

墨田区保健所長 西塚 至
1

014797
テキストボックス
資料３



＜情報共有・連携＞
保健所から都道府県、国への情報伝達につい
て

• お尋ねの記事（令和2年10月20日読売新聞）中「保健所から感染
者情報・検査情報が国（都道府県）に迅速・的確に提供されず」
の事実を把握しておらずお答えは困難。

• 感染症法では、特別区は厚生労働省へ感染症発生報告を行うこと
となっているが、危機管理上、東京都は広域的な感染症の状況を
把握する必要があるため、区長は、検疫感染症の疑い患者の発生
情報を受理したときは、直ちに都知事に通報することになってい
る。（保健衛生事務事業に係る都区協定）

• 知事は積極的疫学調査で得た情報を厚生労働大臣に報告する義務
がある（感染症法第15条第8項）。

• 東京区部においては、保健所といっても、「届出受理保健所」
（医療機関最寄り）、「勧告保健所」（患者所在地）、「居住地
保健所」、「関係保健所」（勤務先、接触場所、接触者所在地）
など２以上の役割を担う関係保健所が、患者調査、家族調査（健
康診断）、接触者調査、接触者の疫学調査などを分担するケース
が多く、情報の集約に時間がかかることもある。
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【参考】感染症法第12条及び第14条に基づく情報の基本的流れ

【出所】詳解感染症の予防
及び感染症の患者に対する
医療に関する法律 第４版
（中央法規）
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保健衛生事務事業に係る都区協定書
（昭和50年4月1日施行。平成12年改定）

（都知事の助言、勧告）
第３ 都知事は、広域的な見
地から必要があると認めると
きは、区長に対して防疫措置
についての必要な助言、勧告
を行うものとする。

（感染症集団発生時の措置）
第３ 感染症集団発生時は、次により処理する。
(5) 入 院
都は、患者の受入れ先の確保のため必要に応じ感染症指
定医療機関間の受入れ数の調整を行う。

③ 保健衛生事務事業に係る都区協定

第２ 検疫感染症発生時は、
次により処理する。
(1) 知事への通報
区長は、疑い患者の発生情

報を受理したときは、直ちに
都知事に通報するものとする。
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＜情報把握・共有のためのシステム＞
HER-SYS、G-MIS、VRSなど全国的な情報把
握・共有システムについて

• 例示された支援システムは、いずれも保健所の負担軽減につな
がっている。一方、

• HER-SYSの課題だが、届出医師の協力が得られにくく、FAXと共存
していること、患者氏名の検索が煩雑、データ解析が困難など別
途、感染者情報一覧を作成して二度手間などが挙げられる。

• G-MISの課題だが、保健所が診療検査医療機関の資格以上に、地
域の医療機関の情報を閲覧できないなど、都内医療機関の空床情
報などにアクセスできことが挙げられ、都内で使用をやめた。

• VRSの課題だが、本区では他自治体住民に接種した情報が当該区
へフィードバックされず、在庫なのかどうか判別できないこと、
病院にとって、入力のみで情報を閲覧できず端末上で入力間違え
等を確認できないなど使い勝手が悪いことなどが挙げられる。
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＜権限の的確な行使に関する課題＞
保健所設置市・区と都道府県の関係
① 入院調整について

• 一類感染症については、第一種感染症指定医療機関が区部に偏在
しており、都全域を一つの医療圏として運用したほうが合理的。
都区間協定に基づく「感染症予防に関する事務」に、「新感染
症・１類感染症発生時の連携」の項に「移送及び入院」の事務に
ついて「都と区は連携し、また、厚生労働省と調整の上、移送及
び入院勧告等を行う。」と明記されている。

• 二類感染症については、第二種感染症指定医療機関が概ね二次医
療圏ごと配置されているため、保健所が「移送及び入院」事務を
完結できる。しかしながら、各指定医療機関の病床数はわずかで
あること、併設する救急医療機能などに差があることから、集団
感染事例、国内に常在しない病原体による重篤な感染症の発生時
など、通常とは異なる感染症の発生時には、区からの連絡を受け
て、都が関係機関との調整を行うこととされている。
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都内感染症指定医療機関一覧（第一種及び第二種）

 第一種感染症指定医療機関
は施設数が少なく、偏在

 第二種感染症指定医療機関
は概ね二次医療圏ごと。施
設の開設者、医療機能、病
床数に差がある。

広域調整が必要

【出所】東京都感染症予防計画
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〈引用〉（第3回）東京都新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料（令和2年2月3日）

特別区と東京都は連携して感染症の検査医療体制を構築
③ 保健衛生事務事業に係る都区協定
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都区共通の検査基準 公表基準
〈引用〉（第5回）東京都新型コロナウイルス感染症

対策本部会議資料（令和2年2月12日）
〈引用〉（第2回）東京都新型コロナウイルス感染症

対策本部会議資料（令和2年1月31日）

③ 保健衛生事務事業に係る都区協定
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＜権限の的確な行使に関する課題＞
保健所設置市・区と都道府県の関係
② 訓練を含む平時のコミュニケーション

• 東京都、特別区、政令市は、新型インフルエンザ等の感染症患者
に対する医療に関して、第１種及び第２種感染症指定医療機関の
所在地を基準とする地域（以下「ブロック」という。）における
地域医療確保計画及びこれらを広域的に調整する東京都全体計画
を策定している。

• 感染症指定医療機関、東京都医師会等の関係者との緊密な連携の
下、別に定めるところにより、新型インフルエンザ等に対応する
東京都全体の医療体制の整備を進めるための協議体（以下「感染
症医療体制協議会」という。）が設置されている。

• 地元区市町村、感染症指定医療機関、地区医師会等関係者の緊密
な連携の下、新型インフルエンザ等に対応する地域医療体制の整
備を進めるための協議体（以下「感染症地域医療体制ブロック協
議会」という。）が各ブロックに設置されている。

• 各ブロックでは、東京都のリーダーシップの下、事前の想定や訓
練など平時のコミュニケーションがはかられている。
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新型インフルエンザ等感染症地域医療体制整備事業実施要綱
平成２０年３月３１日１９福保健感第７９５号
最終改正 令和２年３月１３日３１福保健感第２０４０号
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＜国と地方公共団体との関係①＞
国から大量の通知・事務連絡が発出。
▶現場での実質的な裁量権がないと感じるか
▶国の考えと異なる創意工夫は？

• 基本的には平常時の事務は自治事務、広域性のある事務、緊急時
の事務は法定受託事務と整理されていると承知。

• 積極的疫学調査（行政検査）などは、感染症のまん延防止の事務
と連動することを予定していることから、強い権限による情報収
集は法定受託事務と整理されている。

• 日経新聞（令和3年2月18日）標題「コロナ対策に『通知行政』の
壁」の記事中、「民間の臨時調査会が『通知行政の限界だ』と批
判した」について、理解できる部分がある。

• 行政検査に関する事務連絡（Ｑ＆Ａ)に記載された行政検査の対
象者の例示中「④当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当
な理由のある者」、積極的疫学調査実施要領の濃厚接触者の定義
中「その他、（略）周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患
者の感染性を総合的に判断する」など、裁量の余地はある。

• 創意工夫をこらし危機に対処しているが、本区の行政判断が「国
の考えと異なる」事実はなかったと認識。
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＜国と地方公共団体との関係②＞
感染症法改正で国の自治体へ指示権限拡充。
▶国による強力な関与の権限をどう考える
▶国が統一的方針を定める事項と、自治体の
主体的な判断が尊重されるべき事項について

• 有効的かつ人権保障の観点から必要最低限度の感染拡大防止措置
を行うためには、専門知識、技術に裏打ちされた行政判断が必要
となる。そのため感染症予防事務は原則「保健所」を有する地方
公共団体（特別区を含む）を基本とすべき。

• 一方、感染症が都道府県等の区域を越えて発生した場合、接触者
調査の調査や患者の移送等の対応について、複数の都道府県の間
で連携して対応することが必要であり、緊急に必要があるときは、
国が都道府県等の間の事務を調整し、事務の実施を含めた指示を
行う必要があると考える。
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＜地方公共団体と医療機関との関係＞
都道府県等で病床確保の取り組みが不十
分との記事（日経新聞令和3年3月5日）

• 記事にある「病床確保は感染症法などに基づき一義的に都道府県
知事の権限である」はそのとおり。

• 墨田区では、区内１２病院（うち都立病院２）と連携し、コロナ
病床、回復期病床の確保に努めてきた。

• 令和２年４月時点で５３床のところ、現在コロナ即応病床２６６
床と回復期５６床を確保している。これは平時からの情報共有と
連携・協働のたまものと考えている。

• 都内自治体別のコロナ病床数が公表されておらず、他の自治体の
ことはコメントできない。
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＜人的リソース不足について＞
▶自治体内の応援
▶自治体間の応援
▶自治体外の応援

• 自治体内の応援だが、墨田区では昨年１月、危機管理体制（レベ
ル５）とし全庁あげた体制を構築。感染症対応では１０名から１
００名体制、コロナワクチンでは２０名体制を応援で確保

• 自治体間の応援だが、墨田区は東京都から職員の派遣を受けてい
る。墨田区としては、被災した自治体へ職員を派遣することは可
能。

• 自治体外の応援だが、国や都道府県による広域調整の仕組みは必
要だと考える。
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墨田区保健所（保健衛生担当）組織図

墨田区保健所長

（保健衛生担当部長）

保健計画課

保健計画担当

健康推進担当

生活衛生課

生活環境係

食品衛生係

検査担当

保健予防課

感染症係

精神保健係

向島

保健センター

本所

保健センター

【参考】職員数１７０人（再任用、会計年度
任用職員、非常勤職員を含む）
令和２年８月１日現在

① 墨田区保健所の組織
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総合指揮：墨田区保健所長 西塚至（医）

統括保健師：平山千富（健）

広報担当：企画経営室
新型コロナ調整担当：企画経営
室

予防課庶務班：荒井栄

発生届管理班：山本稔

事務支援班：武藤清美

統計班： 安達裕輔
田中 響

患者移送班： 石田登

クラスター班：中尾清美
（健）

疫学調査班：佐久間陽子（健）

（トレーサー）

健康観察・電話相談班：
小俣雪恵（健）

相談応援（兼務発令
者）：

検査搬送班：大橋菜穂子（検）

ワクチン班：守屋孝志

医療/企画調整：

検査診療体制整備：
平山千富（健）

自宅療養支援物資配送：
後藤美津子

保健センター相談支援班：
村山朗子（健）

田島あゆみ（健）

検査班：大橋菜穂子（検）

夜の街対策・飲食店指
導：

松木昭（食）

消毒班： 二宮伸
（衛）

衛生資材寄付管理：
阿部マヤ

衛生担当：村田里美医療担当：高橋宏幸新型コロナ感染症対策担当：竹内知子（医）

新型コロナウイルス感染症対応に係る墨田区保健所の指揮命令系統
（インシデント・コマンドシステム）

【脚注】下線：リーダー 医：医師 健：保健師 衛：保健衛生監視 食：食品衛生監視 検：検査技術 事：事務 都：東京都応援

統括保健師

労務管理補助
人材育成・感染管理
部門間調整
国・東京都連絡調整
保健師業務支援

令和４年１月７日現在

地域保健担当：瀧澤俊享

【平時】感染症係（定数）１０名

↓ （医師１、保健師３、事務６）
【危機】コロナ対策担当 ６９名

（医師３、保健師３７、事務等１９）

医 ３ １

健 ６ １

医 １ １

健 ８ ６ ７

食 10 １ ３

※追加派遣契約済・３名調整中

ワクチン調整担当：岩瀬
均

※追加は2月末～を想定

実人数 常勤換算
追加必要数
※常勤換算

必要数18（－10）＜平日＞

医 １ １

健 14 ４ ３

＜土日祝＞必要数８（－４）

健 10 １

健（派） ５ ５ ３

健 20

健 24 21

→18
２

健
（派）

３
＋２

５ ２

※追加数は感染症応援派遣の補
充

事 ６ ３ ２

事 ３ ２ １

事 ９ ４

事 ２ １

都 ３ １

必要数９（－３）

必要数５（－２）

必要数３（－１）

必要数４

適宜調整

必要数２

事 １ １

都 ３ １

必要数２

検 ２ １

都 ３ １

必要数２

必要数２７（－４）

事 ５ ３

健 １ １

健 ４ １

衛 １ １

事 ８ ４

食・衛 ４ ２ ２

事 ５ ５ ５

検 ２ １

食 １ １

必要数５？

必要数８（－２）

食 15 ５

食 ６ ２

事 ２ ２
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墨田区における緊急的な医療提供体制の拡充

コロナ患者の入院病床 疑い患者専用の個室 回復者用

専用病床１５９床うち重症14 疑似症病床８１床 後方病床５６床

コロナ確定患者 搬送困難例
疑い患
者

回復者

専用病床１８２床うち重症16
区緊急対応病床・
周産期病床３３床

疑似症病床 後方病床５６床

東京都の「医療非常事態」宣言（令和3年8月17日）を受けて、墨田区として以下の項目に緊急的に取り組む。

 「入院重点医療機関」を１施設追加することで区内の「コロナ専用病床」増設（２３床増。うち２床は重症用想定）

 疑似症病床（PCR検査等の結果が判明していないがコロナ感染が疑われる患者を収容する個室）を活用し、搬送困難

例（呼吸不全、透析患者）に薬物療法・酸素投与を行う「緊急対応病床」を新設（３３床を予定）。

 「緊急対応病床」のうち、賛育会病院（地域周産期母子医療センター）の疑似症病床を「周産期病床」として整備

（７床を予定）。入院先が少ない妊婦と小児の入院要請に応じる体制を確保

 「緊急対応病床」と病院救急車等の移送手段を活用し、中和抗体薬（抗体カクテル）投与のための１泊入院を開始。

 自宅療養者の健康管理強化のため、パルスオキシメーター（９００台⇒１，８００台）、酸素濃縮器（３台⇒さらに

１０台上積み）を拡充。墨田区医師会、訪問看護ステーションと連携し「健康観察チーム（仮称）」（５隊を予定）

を結成。また、墨田区薬剤師会と連携し処方薬を配送する「自宅療養者支援薬局（仮称）」を整備（２９局）。

重点医療機関の病床確保料補助（都） 施設整備等を補助できないか（区）

＜イメージ＞墨田区の「緊急対応病床」の整備イメージ

現状

拡充後

１病院を「重点医療機関」化

令 和 ３ 年 ８ 月 ２ ５ 日 

第 28回新型コロナ対策本部 

保 健 衛 生 担 当 
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20

対象 １回目接種完了 ２回目接種完了

区民全体
（対象 252,170人）

１６５，４０７人
（６５．７％）

１３３，６４１人
（５３．８％）

６５歳以上の区民
（対象 61,034人）

５４，３８６人
（８９．１％）

５３，３１６人
（８７．４％）

６０～６４歳
（対象 13,119人）

１０，７９１人
（８２．３％）

１０，１８７人
（７７．７％）

５０～５９歳
（対象 37,078人）

２７，２３３人
（７３．４％）

２３，８２７人
（６４．３％）

４０～４９歳
（対象 44,297人）

２９，８２０人
（６７．３％）

２５，１５７人
（５６．８％）

３０～３９歳
（対象 45,386人）

２２，９４５人
（５０．６％）

１２，１３３人
（２６．７％）

２０～２９歳
（対象 38,204人）

１５，９５８人
（４１．８％）

７，８２１人
（２０．５％）

１２～１９歳
（対象 13,982人）

４，２７４人
（３０．６％）

１，２００人
（８．６％）

新型コロナワクチンの接種状況について（８月２１日時点）



分科会が示す
５指標

ス

テ

ー

ジ

３

ス

テ

ー

ジ

４

７月 ８月

２１日 ２８日 ４日 １１日 １８日 ２５日

病 床 使 用率 （％ ） ２０以上 ５０以上 ３９ ４０ ５６ ５７ ６０ ５８

入 院 率 （ ％ ） ４０以下 ２５以下 ２０ ２１ １５ ８ ７ １０

重症病床使用率（％） ２０以上 ５０以上 ３８ ０ ６１ ６４ ６４ ９２

療 養 者 数 （ 人 ） ２０以上 ３０以上 ８３ １１７ ２０８ １８６ １９０ ２０１

陽 性 率 （ ％ ） ５以上 １０以上 １２．１ １７．１ ２１．２ ２１．８ ２２．０ ２２．０

１ 週 間 の
感 染 者 数 （ 人 ）

１５以上 ２５以上 ６６ ９２ １７２ １７０ １９３ １８４

感 染 経 路 不 明 者
の 割 合 （ ％ ）

５０以上 ５９ ６８ ７０ ６１ ６９ ６８

墨田区の感染の広がりを表す指標（新基準）
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直近１週間の10万人あたり感染者数

新規陽性者数（墨田区居住者）速報値

８月１８日
８２．９人

第２波ピーク
８月２６日

7.0人第１波ピーク
４月３０日

6.1人

第３波ピーク
１月９日

38.1人

第４波ピーク
５月２日

21.4人

22

８月１８日
10万対7日間

２１０人

10万対7日間

９９．７人

 ８月２５日現在墨田区内の陽性者数は累積６，５５２人
 １日あたり陽性者数の移動平均は、７２．６人（赤折線グラフ）
 直近１週間の人口１０万人あたり感染者数は１８４人／週で、「ステージ４」の

基準２５人以上を超過。
 直近１週間の新規陽性者は５０８人で前の週（５８０人）からの増加比０．８８

（１２％減）
 ６０歳以上が３０人（５．９％）
 濃厚接触者１６１人（３１．７％）、感染経路不明３４７人（６８．３％）
 濃厚接触者１６１人の内訳は、家庭内１０６人、職場内２９人、会食２２人、施

設内４人（保育所２、シェアハウス２）

８月２５日
７２．６人

８月２５日
10万対7日間

１８４人
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年齢別にみた感染者数の動向（60歳以上の割合）

高齢者の割合（右目盛）



24

墨田区における療養者の状況

 ８月２４日現在、墨田区内の療養者数は５５３人。感染拡
大直前の６月６日６９人と比べ７１倍

 ８月２４日自宅療養者は４１１人
 ８月２４日の入院率は１０．１％
 人口１０万人あたり療養者数は２０１人で、政府の分科会

が示した「ステージ４」の基準「３０人以上」を超過して
いる。
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８月２４日 検査数 ３３７件
陽性 ４７件

移動平均陽性率２２．０％

８月１７日 検査数 ２９９件
陽性 ６４件

移動平均陽性率２２．０％
14.0%15.3%
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電話相談件数（土日祝除く）
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墨田区新型コロナ相談窓口
開 設：１月３１日
相談件数：２７，９８８件
（うち受診相談：２２，８１７件）

運営日数：３８５日
１日平均：７２件
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墨田区主要繁華街 推計滞在人口（各駅から半径500ｍ範囲）の推移

錦糸町

押上

両国

墨田区内の主要な繁華街（錦糸町、押上、両国）の滞在人口は、オリン
ピック開幕後7月23日から25日まで一時増加、その後、お盆期間に一時減
少に転じたが、再度増加がみられる。
• 錦糸町の滞在人口は第3波前の4月18日から25日までの1週間と比べて、
日中で17％減少、夜間で12％減少。

• 押上では日中で12％減少、夜間14％減少。
• 両国では日中で11％減少、夜間で9％減少している。
• 来街者だけでなく居住者の人口も含むため比較できないが、目標とされ
る50％減に向けて人流抑制に取り組む必要がある。
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医療提供体制の強化

①区内のコロナ専用病床の拡充

• 確保病床を１８９床から２４０２６６床に

②自宅療養者への医学的管理強化
• パルスオキシメーター（９００１，８００台）貸出

• 酸素濃縮装置（３１３台）確保。区が契約するメー
カーが素早く在宅酸素供給装置を患者宅に提供。

• 在宅医５チームが在宅酸素や

医学的管理を２４時間対応

【イメージ】在宅酸素供給装置（酸素濃縮装置）
画像提供：フクダ電子株式会社

令和３年８月３０日現在
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抗体カクテル療法について

重症度別
マネジメント 軽症 中等症Ⅰ 中等症Ⅱ 重症

呼吸療法

抗ウイルス薬

免疫抑制剤など

抗凝固薬

中和抗体

酸素療法
ネーザルハイフロー含む

人工呼吸／
腹臥位／ECMO

レムデシビル

ステロイド

バリシチニブ

ヘパリン

抗体カクテル（令和3年7月19日特例承認）

新型コロナウイルス感染症の重症度別の治療法

• 墨田区では、先月末から区内の病院で「抗体カクテル療法」を開始

• 先月新たに承認された「カシリビマブ」と「イムデビマブ」の２種類の治療薬を同時に
使うことから「抗体カクテル療法」と呼ばれる。

• ２種類の抗体が作用してウイルスの働きを抑え、重症化や死亡のリスクを７０％減らす。

• 国内では供給量が限られ、登録医療機関の入院患者だけに使用できる。

• 区民のための「優先病床」を２０床確保し、基礎疾患のある軽症の患者に対して治療を
行っています。

• 重症化リスクのある軽症者に区から直接案内しています。そのため個別のお問い合わせ
はご遠慮ください。

令 和 ３ 年 ８ 月 ６ 日 

墨田区長メッセージ動画 
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プール方式の仕組み（４人分を１度に行う場合）

30

令和３年６月２９日区長動画



令和3年4月23日
新型コロナ対策本部決定
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新型コロナウイルス感染症の再拡大（第２波）に向けた墨田区の取組について

かかりつけ医

帰国者・接触者

相談セン
ター

コロナこころの相
談

帰国者・接触
者

外来

墨田区保健所

ＰＣＲ検
査

患者搬送 入院

療養

感染者情報
把握システム

各相談機関
向島・本所
保健セン
ター

受診

オンライン診
療

東京都健康安全
研究センター

民間
検査機関

保健指導

区
民
（
在
勤
者
・
在
学
者
含
む
）

対
応
終
了
（
治
癒
）

平日9:00～
17:00

墨田区保健
所

☎03-5608-
1443

※平日夜間 17:00～翌9:00
土日祝日 終日
都区市合同センター
☎03-5320-4592

平日9:00～
17:00

☎03-5608-1443

墨田区
PCRセン
ター

区内３施設

医師会委託
実施体制強化

クラスター
班

積極的疫学調査
訪問し検体採取

墨田区保健所

検査室
緊急案件の
PCR検査

健康保険適用

区内１社登録
（迅速審査）

民間救急車

搬送専用車
（陰圧車）

重症
中等症

感染症指定
医療機関

入院協力
医療機関

診療協力
医療機関

コロナ重点
医療機関

療養施設

自宅

軽症
無症状

感染者情報把握・
情報管理支援
システム（HER-SYS）

濃厚接触
者

追跡アプ
リ

必要に応じて適切な部署へ繋げ
包括的な支援を展開

新 新 新

貸与申請中

新

新 新

拡
充

区 民 福 祉 委 員 会
令和２年６月２４日

相談 診察・検体採取 ＰＣＲ検査 結果 入院・積極的疫学調査

発
熱
・
呼
吸
器
症
状
あ
り

コ
ロ
ナ
に
関
す
る

不
安
、
ス
ト
レ
ス

やむを得ない場合

発症後10日かつ
症状軽快後72時間

拡
充

新
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レベル３

新型コロナウイルス関
連肺炎危機管理連
絡会議（R2.1.28）

危機管理体制

レベル４

新型コロナウイルス感染
症に関する危機管理対
策本部会議【2０回】
（R2.1.30～4.7）

新型コロナウイルス感染症対策本部会議
（R2.4.8～ 12回開催）

レベル５ 緊急事態宣言発令

相談体制

設
置

強
化

コールセンター設置［一般相談］（R2.3.23）
「コロナこころの相談」設置（R2.6）

接触確認アプリ（COCOA）通知
受信者全員に行政検査

実
施

感染症法に基づく患者調査、現地調査・指導
等

クラスター班、疫学調査（トレーサー）班等
班体制を構築、全保健師に兼務発令

強
化

HER-SYS（新型コロナ情報把握管理支援
システム）運用開始（R2.８～）
LINEアプリを活用した 健康確認一部開始

自宅療養者に対する支援物資セットの配布
（R2.8.6～ 89人）

強
化

支
援

新型コロナウイルス感染症対策について（第3波・同時流行への備え）

医療体制の強化

感染者・濃厚接触者対応

サージカルマスク10万枚など防護具提供
医師会等への支援金、病院再開支援事業

入院重点医療機関3施設（都内100）、入
院協力2施設、新型コロナ疑い救急患者地域
救急医療センター2（都内30）

入
院

帰国者接触者外来８病院、PCRセンター1施
設、診療・検査医療機関54施設
発熱外来の受入れ態勢1日530件
休日応急診療所に発熱外来併設

外
来

区内病院との定例web会議の実施

検査体制

委
託

各医療機関が民間検査機関に検査委託
二次救急医療機関3施設で自前PCR検査

本所保健センターに迅速検査体制を整備
“最大100検体を70分で解析”

強
化

区内民間検査施設を誘致
1日1,000件、6,000円（税抜）

無症状妊婦のPCR検査（都）
高齢者施設のPCR検査事業

そ
の
他
の
取
組

【危機管理】 事業継続計画（BCP：新型コロナウイルス感染症対策暫定版）の作成、水害時における避難所の感染症対策マニュアルの改定（作業中）

【子育て支援・教育】 妊婦支援（商品券1万円）、子育て世帯応援（4/28～出生児に商品券3万円）、定期接種の期限2年延長

【区民への情報提供】 区ホームページに特設ページを設置、区内感染状況等の迅速な情報提供、区報への特集記事等の掲載、区内施設等へのポスター掲示

【介護・福祉】 医療用マスク備蓄を供出、特別定額給付金、生活困窮者自立支援相談窓口の設置、介護・障害者サービス事業者への支援

感染予防対策等

・緊急事態宣言中の事業中止、母子健診の延期
・飲食店に対する個別訪問指導（398施設）
・高齢者インフルエンザ定期予防接種の無料化
・訪問介護事業者向け研修会（9月15日）
・新型コロナワクチン予防接種調整担当の新設

【産業・経済】 事業者へ融資拡充、公的制度相談窓口の設置、飲食店等へ支援、錦糸町エリア新型コロナ対策連絡会

陰圧使用車の配備（リース）
コロナ患者移送タクシー（日本交通）

強
化

令 和 ２ 年 １ 2 月 ４ 日
区 民 福 祉 委 員 会

ペット可の宿泊療養施設140戸（都）
濃厚接触高齢者の療養病床確保

強
化

年末年始の発熱外来開設・公表

実
施

赤字：令和2年8月以降の取組

民間委託・人材派遣活用
自治体間専門職応援派遣スキーム活用検討
多言語通訳サービスの活用（TOCOS）

墨田区発熱・コロナ相談センター(R2.10）
東京都発熱相談センター（24時間対応）

支
援
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夜の繁華街におけるクラスター対策（墨田区全域）

厚生労働省クラスター対策班が都庁に常駐

都は、新宿区、豊島区と連絡会議を開催

東京版新型コロナ見守りサービス（都立施設でクラス
ターが発生した場合、利用者に通知）の運用

事業者向け東京都感染拡大防止ガイドラインを策定

感染防止徹底宣言ステッカーの交付

事業者向け東京都感染拡大防止ガイドブックを作成中

 LINE相談ツール「東京都新型コロナ対策パーソナルサ
ポート」のクラブ従業員・顧客向けアカウント開設

新型コロナコールセンターに専用電話相談窓口を設置

 墨田区における新規陽性者数は、自粛要請が必要な人口十万人あたり２．５人／週を超え、８．３人/週
 宣言解除後、区内の新規陽性者１１１人のうち３０代以下が７８人（７０％）を占め、多くが夜の街又は会食が関連
 ＰＣＲ陽性率は、６月３日２．６％まで低下したが、７月３１日現在５．３％に増加

現状（7月31日現在）

1. 関係機関等との情報共有

2. 感染が発生した店舗の地区情報の活用

3. ガイドラインの策定とその実践促進

4. 接待を伴うクラブ等の従業員に検査の受診勧奨

東京都の対策

墨田区商店街連合会、錦糸町商店街振興組合、墨田区
食品衛生協会、錦糸町を元気にする会（楽天地、東武
ホテル、テルミナ、丸井など）に参加を要請する。

スマートフォンの近接通信機能（Bluetooth）を利用
し新型コロナ陽性者と接触した可能性について通知す
るアプリを区広報媒体で周知・積極的運用

建築物衛生法や食品衛生法に基づく立入検査等の機会
に、ガイドラインに沿った取組を推奨

新しい生活様式推進宣言店ステッカーを普及

相談員が夜の街関係者の不安に対応

陽性者が発生した店舗に集団検査

1. 錦糸町エリア新型コロナ対策連絡会の設置

2. 接触確認アプリ（COCOA）の活用

3. 「新しい生活様式推進宣言店」ステッカーの普及

4. 相談体制・集団検査

墨田区の対策

34【参考】江東橋地区の接待を伴う飲食店の数 バー・キャバレー：386件、スナック114件 （墨田区保健所調べ 令和2年8月1日現在）

令和2年8月6日
錦糸町エリア新型
コロナ対策連絡会
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変異株対策の強化
墨田区独自に変異株検査を開始

英国由来の新規変異株
（VOC-202012/01）の
電子顕微鏡像

【引用】国立感染症研究所ホームページ
（1nmは100万分の1ミリメートル）
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無症状者のＰＣＲ検査
（繁華街でのモニタリング検査）

前回（３月１６日）錦糸町地区のモニタリング検査の様子。
次回（来週）のモニタリング検査の実施場所等は現時点で非公表



民間の検査機関を誘致

37

NHKニュースウォッチ９（10月6日放送）「独自PCR検査会社を誘致する動きも」
誘致に際しては必要となる手続きや条件を緩和し、区の検査を優先して請け負ってもらうよ
うにしました。
墨田区・西塚保健所所長
「需要に合わせて人を2倍3倍にしていくということはなかなか予算の都合などで公的機関で
は難しい。柔軟なニーズに対応できる民間サービスというのが重要になってくる」
＜ニーズが急増 その裏で＞
墨田区の誘致に応じた民間の検査会社です。元は訪問看護事業などを手掛けていましたが、
需要の増加を見越して今年6月から検査事業に新規参入しました。これまで医療機関や企業か
らの依頼が多くを占めていましたが、国が方針を打ち出してからは自治体からの問い合わせ
が増えてきました。



墨田区自前の検査施設

38

朝日新聞7月10日

NHKニュースウォッチ９（10月12日放送）
「同時流行への備え 保健所は」

NHK首都圏ニュース（7月10日放送）



コロナ検査可能な医療機関
３３都道府県が非公表（日経新聞11月12日）
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都道府県 医療機関数 人口1万
あたり

公表

東京 約2,800 2.0 非公表

墨田区では、発熱外来を設置した
「診療・検査医療機関」を４７施
設確保しており、発熱相談セン
ターが近くの医療機関をご紹介し
ます。順次、区のホームページで
医療機関名を公表していきます。
（区長メッセージ11月6日）




